
１．はじめに
グローバル化の進展に伴い、外国人の日本

国内への流入は増加し続けている。それに伴
い、現在では、国籍、母語、母文化、宗教、
生活習慣など、多様な背景をもつ外国人児童
が日本の学校に在籍する数も増加している
が、その対応は必ずしも十分とはいえない。

2017年に告示された小学校学習指導要領の
解説では、特別な配慮を必要とする児童への
指導は、障害のある児童や不登校児童だけで

はなく、海外から帰国した児童や日本語の習
得に困難のある児童も含まれた（文部科学
省「小学校学習指導要領（平成29年告示）解
説」2017年）。また、同年（2017年）に公表
された「教職課程コアカリキュラム」では、

「教育の基礎的理解に関する科目」のひとつ
に「特別の支援を必要とする幼児、児童及び
生徒に対する理解」が掲げられ、「障害はな
いが特別の教育的ニーズのある幼児、児童及
び生徒」を対象として、教員が「母国語や貧
困の問題等により特別の教育的ニーズのある
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（要旨）
　外国人児童１は、日本社会と異なる言語、文化、宗教及び習慣を持つため、日本での日常生活や学
校生活において相当な制限を受けることがある。このように制限されることは、外国人児童にとって

「社会的障壁」となっている。教育分野では、合理的配慮は障害のある子どもに対する特別支援教育
で使われてきた言葉である。しかし、合理的配慮は、身体的・精神的障害だけではなく、文化的・習
慣的な違いによって生じる社会的障壁にも使える概念であると本研究では考え、小学校に在籍する外
国人児童の分野にも「合理的配慮」の論議を援用できると考えた。
　本論文では、まず、公立小学校で、外国人児童が排除される経験の事例、暴力を振るわれた事例、
誤解が生じた際の事例などを分析する。次に、分析結果及び合理的配慮の考え方を踏まえて、学校現
場で有効と考えられる教員の対応策について考察を行う。その結果、①合理的配慮という論議を援用
することで、これまでの「教師の裁量に任せる」という状態から、より個々の外国人児童に対応する
アプローチの重要性について明らかにし、②外国人児童に対して合理的配慮を提供することには、不
均衡な状況を是正し、公正な環境を促進できることを示し、③外国人児童に対する「合理的配慮」に
は、限界があることの確認ができた。異なる文化背景を持つ児童に対して、包容的なアプローチを取
ることが教育の質を向上させる鍵である。
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幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困
難や組織的な対応の必要性」を理解・把握・
支援することが取り上げられている（文部科
学省「教職課程コアカリキュラム」2017、15
頁）。加えて、2021年1月、中央教育審議会の
答申において「『令和の日本型学校教育』の
構築を目指して～全ての子供たちの可能性を
引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び
の実現～（答申）」が打ち出され、その中でも
外国人児童の教育・支援について言及してい
る（文部科学省「『令和の日本型学校教育』
の構築を目指して～全ての子供たちの可能性
を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学
びの実現～（答申）」（本文）2021年）。

この答申では、「全ての子供たちの可能性
を引き出す、個別最適な学びと協働的な学び
の実現」を強調し、「個別最適な学び」と「協
働的な学び」が今後の学びの方向性として示
された。今後、日本の学校教育では、1人1人
の児童が自分のよさや可能性を認識すると同
時に、他の全ての個人を価値のある存在とし
て尊重し、多様な人々と協力しながら、さま
ざまな社会的変化に立ち向かい、豊かな人生
を築き、持続可能な社会の創り手となること
ができるよう、その資質・能力を育成するこ
とが特に求められることが示されたわけであ
る。

特に、特別支援教育を受ける児童生徒や外
国人児童等の増加、貧困、いじめの深刻な
問題、不登校児童生徒数の増加などを受け、

「個別最適な学び」の中で、これらの教育問
題にさらなる対応が必要とされている。外国
人児童に関しては特に、「共生社会の実現に
向けた帰国・外国人児童等教育の推進支援」
として、外国人児童の就学促進を図り、外国
人児童に対する指導・支援体制を充実する必
要が示されたのである（文部科学省「外国人
児童等に関する文部科学省の取組について」

2021年）。これにより、日本の学校教育では、
外国人児童を含む子どもの多様性を尊重し、
指導の個別化、指導・支援体制の充実に対す
る関心が高まっている。

これまでの外国人児童の学校教育上の問題
に関する研究では、日本語能力に焦点が当て
られることが多かった。もちろん、これは重
要な課題である。しかしそれだけでは不十分
で、外国人児童が日本の児童から距離を置か
れ、排除やいじめなどの被害を経験している
ことも現実である（劉2017）。特に、来日直
後の外国人児童が、日本の学校でいじめに遭
うことは珍しい話ではなく、むしろあまりに
よくある話であるためか、研究の俎上にあが
ることは少なかったようである。それにもか
かわらず、いじめなどの問題に対して、どの
ように乗り越えたのか、特に学校教員の役割
などが語られる研究は筆者が知る限りほとん
ど見られない。劉は、「編入した日本の小・
中学校で個別指導による日本語指導を受けな
がら、学校生活を送る中でいじめ経験を持つ
者が多い」ことを指摘しつつ、「外国人児童
がいじめを受けている状況に、学校の教師が
配慮し、積極的にいじめに対処した事例がほ
とんどなかったこと」（劉2017：111-112）に
ついて言及している。したがって、教育現場
において、教員がいかに外国人児童の困難体
験やニーズを理解し、多文化志向に基づいた
指導方法を構築するかについての研究が今後
の重要な課題とされる。その課題の解決につ
いて、教員の役割が一層重要になる。

一方、いじめとまでは確認できなくても、
日本人児童が外国人児童との間で距離を取
り、様子を窺う様を清水（2003）は、「鞘当て」
という用語で表現している。清水（2003：
211）は、日本人の子どもたちは、外国人児
童であるか否かにかかわらず、新しい子ども
が転入して来ると、「みんな興味があって近
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寄り、その人がこうだと知ると、離れてい
く」行動を取るが、その様子を「鞘当て」と
いう用語で説明する。外国人の子どもたちへ
の接近も一種の「鞘当て」であるが、その目
的が達成されたのち、「境界の設定」がなさ
れ、一定の距離を保つように変化していくこ
とを指摘している（清水2003：211）。

今後、日本では外国人児童も含めて子ども
の多様性を尊重し、指導の個別化、指導・支
援体制を充実させる方向に進む中で、外国人
児童のいじめや排除などの困りごとを正面か
ら検討することは避けられないであろう。

本論文では、外国人児童が日本人児童から
境界設定をされる場面で、どのように感じ、
その苦境からどのように抜け出そうとするの
か、その時の教員の対応の方法が結果に影響
を与えるかどうかについて、事例を通して分
析を行う。

２．先行研究
2021年、文部科学省は「外国人児童等教育

の現状と課題」を公表し、日本語指導が必要
な児童生徒が増加傾向にあること（過去10年
間で1.5倍増）、また、使用言語の多様化が進
み、集住地域・散在地域の両方でこの傾向が
見受けられること、そして、それぞれの地域
の実情に応じたきめ細かな支援が必要となっ
ていることを指摘した。しかし、実際には外
国人が集住する地域と散在する地域との間に
は明確な違いがあり、これが教育や支援の体
制に格差を生む原因ともなっている。

佐藤（2022：23）によれば、集住地域の方
が、支援対象となる子どもを拠点校に集めや
すかったり、NPOが活溌に活動していたり
するので、支援を充実しやすい環境にある。

それに対して、山崎らは、散在地域では外
国人児童及びその支援者も散発的に存在し、

問題・情報の共有化が難しいため、「早期か
ら注目され既に支援の取り組みが進んでいる
大規模集住地域とは自ら異なり、散在地域の
支援をどのような形で充実させて行くかが課
題である」（山崎ら2009：1）と指摘している。
このように、外国人児童の散在地域は支援リ
ソースが限られており、学校の教員たちが直
面する問題となっているばかりでなく、支援
を必要とする外国人児童たちにとっても困難
な状況であることは言うまでもない。した
がって、外国人散在地域の課題について、学
校と外国人児童の双方にとって実現可能な解
決策を模索する必要がある。

特に、古川が指摘するように、「教師の指
導や対応は専門的・科学的知識のみに依拠し
て行われるものではなく、個別の児童生徒の
状況に応じて、また、教師の経験的、価値的
判断を通してなされるものである。より実践
的な観点から指導の在り方を検討するには、
実際に指導を担当した教師の視点に着目する
ことが不可欠である」（古川2014：49）と本
研究でも考え、散在地域の公立小学校の担任
教員と外国人児童の双方の調査を行うことと
した。具体的には、学校現場の教員は、どの
ような実践的な視点から指導を行っているの
かに焦点を当てて調査を行う。また、実践的
な視点を組み合わせながら、有効な科学的な
議論を適用できるかどうかも検討する。これ
から、「合理的配慮」という論議について考
察する。

３． 「合理的配慮」の援用による外
国人児童への対応

特別支援教育の分野では、障害児と健常児
に関わる「合理的配慮」が法的に義務化され
ている。また、川島は、「障害者は、本人の
機能障害のみではなく、社会的障壁との関係
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で生活制限を受ける者と定義されている。そ
して簡潔にいえば、障害者をとりまく社会的
障壁を除去する責務が合理的配慮の提供責務
ということになる」（川島2016b：43）と述
べている。つまり、合理的配慮は、社会的障
壁によって生じる機会の不平等を解消するた
めの手段と言える。

そのため、障害の分野に限定されず、適用
範囲が広がっている。たとえば、社会的な障
壁が社会活動へのアクセスを妨げる場合、そ
れは障害者だけでなく、人種、宗教、ジェン
ダー、性的マイノリティ、妊婦、高齢者な
ど、さまざまな人々に影響を及ぼす問題と言
える（西倉・飯野2016：201）。したがって、
外国人児童の課題にも適用できる概念と考え
られる。

3.1　日本における合理的配慮の導入の経緯
合理的配慮という概念は、1960年代以降、

宗教分野を皮切りに誕生し、障害の分野で深
く検討され、世界的に広まった概念である

（川島2016a：23）。特に、職場での障害者の
平等な人権行使を確保するため、差別解消法
と雇用促進法における合理的配慮が必要とさ
れ、注目された。日本では、2014年に障害者
権利条約を批准したことの一環として、合理
的配慮の提供義務を国内法に導入した。

また、職場における障害者の権利や彼らへ
の配慮とは別に、特別支援教育の分野では、
障害児と健常児の交流及び共同学習というイ
ンクルーシブ教育の考え方が広がりを見せて
いる（文部科学省「共生社会の形成に向けた
インクルーシブ教育システム構築のための特
別支援教育の推進（報告）概要」2012年）。
インクルーシブ教育とは、「障害のある者が、
その能力等を最大限に発達させ、自由な社会
に効果的に参加することを可能とする目的の
下で、障害のある者と障害のない者がともに

学ぶ仕組み」（文部科学省「共生社会の形成
に向けたインクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育の推進（報告）概要」
2012年）を指している。

この考え方は、2006年に国連総会で採択さ
れた「障害者の権利に関する条約」でも明確
に規定されている。障害児・障害者を排除し
ないためには、「誰もが相互に人格と個性を
尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互
に認め合える全員参加型」（文部科学省「イ
ンクルーシブ教育システム構築事業」2013
年）の共生社会を実現する必要があり、学
校教育では、共生社会の形成に向けてイン
クルーシブ教育のシステムが構築されなけ
ればならないとされている。「障害者の権利
に関する条約」24条2では、「個人に必要とさ
れる合理的配慮」の提供を求めており、その
ため、日本でもインクルーシブ教育の構築の
前提として合理的配慮の必要性が求められて
いる（外務省「障害者の権利に関する条約」
2014年）。

以上を踏まえて、「合理的配慮」とは、「障
害者が他の者と平等にすべての人権及び基本
的自由を享有し、又は行使することを確保す
るための必要かつ適当な変更及び調整であっ
て、特定の場合において必要とされるもので
あり、かつ、均衡を失ったり過度の負担を課
さないものをいう」と「障害者の権利に関
する条約」第2条で定義されている（外務省

「障害者の権利に関する条約」2014年）。つま
り、この概念は、「障害のある子供が、他の
子供と平等に『教育を受ける権利』を行使す
るため、個々に必要となる適当な変更・調整
が提供されること」を指している（文部科学
省「インクルーシブ教育システム構築事業」
2013年）。

合理的配慮の具体例を挙げると、
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視覚障害のある学生が大学の歴史の授業
を受ける際にテキストデータ（電子データ
化された文字情報）が必要になったと仮定
しよう。この場合、教員の負担を過度にか
けずに、その学生にテキストデータを提供
することが合理的配慮と言える。このテキ
ストデータは、障害のない他の学生には提
供されず、視覚障害の学生にのみ提供され
る。視覚障害のない学生全員には、インク
で印刷されたプリントが配布されるのが一
般的であるが、ここでは視覚障害の学生に
とってのみ授業の進行が変更されているこ
とが分かる（川島2016a：19）。

つまり、視覚障害のある学生のニーズに合
わせた配慮を行うことで、授業を公正に受け
る機会が提供されている。確かに、全員にイ
ンク印刷のプリントを配布することは、ある
意味機会均等であるが、視覚障害のある学生
が必要な情報に実際にアクセスできる機会均
等には寄与しない。つまり、これは公平では
ない。

一方、星加は「合理的配慮は、偏った環
境を是正し、障害者を含めあらゆる人びと
が、本来発揮できるはずの能力を引き出すこ
とのできる公正な競争環境を生み出そうとす
る、機会平等のための仕掛けである」（星加
2016：91）ということを述べている。つまり、
合理的配慮は、不均衡な状況を是正し、公正
な環境を促進するための仕組みであると言え
る。

この観点から、外国人児童は、日本で日常
生活や学業を継続する際に、日本社会とは異
なる言語、習慣、宗教、国籍などを持ってい
るため、通常の日本人児童と同じような要求
を課すことは、不公正な状況を招く可能性が
ある。このような理由から、外国人児童も合
理的配慮の対象と考えられる。

合理的配慮は「個々の場面における障害者
個人の具体的なニーズに応じて、過重負担な
く、社会的障壁を除去する」（川島2016b：
49）という3つの要素で構成される。ここで
言う社会的障壁とは、「障害がある者にとっ
て日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな
る社会における事物、制度、慣行、観念その
他一切のもの」（内閣府「障害者基本法（昭
和四十五年五月二十一日法律第八十四号）」
2013年）を指す。心身の機能的な制約を持た
ない外国人児童であっても、言語、習慣、宗
教、国籍などの違いが社会的な障壁となり、
日常生活や社会参加には大きい障壁となるこ
とがある。

したがって、外国人児童を「合理的配慮」
の対象とみなす際に、彼らにとってのこのよ
うな社会的障壁をどのように解消すべきかを
考える必要がある。

3.2　外国人児童にとっての「社会的障壁」
外国人児童の抱える学校教育上の最大の課

題は日本語の習熟であるため、これまで主に
日本語支援に焦点が当てられてきた。同時
に、日本語の習得と並行して、「学校生活の
規律への順応重視で、子ども達を学びの場に
導こうとした」（宮島2014：1）ことも不可欠
であった。

外国人児童の教育課題は、志水（2009：
11）によると、「言語」、「適応」、「学力」、「進
路」、「不登校」および「アイデンティティ」
という6つのテーマにまとめることができる。
したがって、外国人児童に対する教育へのア
プローチにおいても、これらの6つのテーマ
は重要であるため、各々に焦点を当て、先行
研究を参考に検討しておく。

 （1）言語
現在、日本語がほとんどわからない子ども
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たちが学級に在籍するという状況は、日本国
内でも海外でも珍しいことではなくなり、そ
のような子どもの存在を無視した教育は非現
実的となっている。

宮島は、外国人児童を捉える共通の困難
は、「日本語を全く、またはほとんど使えず、
日本の学校文化へのなじみもなく、教育の場
に参加しなければならなかったことである」

（宮島2014：1-2）と指摘している。概して、
日本の学校では、外国人児童に対して日本語
習得が第一、次いで学校生活の規律への順応
重視で、子ども達を学びの場に導こうとして
きたのである。

Cummins（1981） は、 生 活 で 使 う 言 語
の「生 活 言 語 能 力（Basic Interpersonal 
Communication Skills）」 と 学 習 現 場 で 使
う 言 語 の「認 識 学 習 言 語 能 力（Cognitive 
Academic Language Proficiency）」を区別す
ることを提唱した。Cummins （1981）によ
れば、日本語の生活言語能力は言語能力にお
ける認知レベルが高くはないため、習得する
には約1～2年あればよいが、しかし認識学習
言語能力は学校の勉強についていくには概ね
5～7年の習得期間を要する。したがって、外
国人児童が短期間で日本語を習得することは
相当困難であると考えられる。

さらに、宮崎（2014：118）によれば、多
文化の子どもたちは、家庭内でのコミュニ
ケーションに使用される家庭言語、学校での
授業言語（学校で使用される言語）、社会で
の公用語など、多言語環境で生活している。
しかも、外国人児童が下校して家に帰ると、
日本語を話す機会は非常に制限されており、
これが日本語の習得が進まない原因の一つと
なっている。

 （2）適応
外国人児童への対応にあたって、学校がま

ず直面するのは、上述したように言語習得の
問題であるが、これと同等に重要なのは、こ
うした子どもが学校で対人関係をうまく取り
結んでいけるかどうか、「居場所」を作れる
かなどの適応に関する課題である。

特に、趙衛国（2006）は、外国人児童の学
校適応に関する視点から、彼らの学校適応は
個々の家庭、社会的・文化的背景、来日経緯
などの条件、そして積極的な適応意欲や適応
力などの主体的要素に大きく影響を受けてい
ることを指摘している。したがって、外国人
児童の「学校適応が必ずしも順調とは限らな
い」（趙衛国2006：237）。つまり、適応が難
しい場合もあるわけである。適応が難しい場
合、外国人児童は学級内で「異質な存在」と
みなされ、不登校、いじめ、校内暴力、非
行・逸脱行動などにつながる可能性があるの
である。

太田（2000：192）は、「日本人と同様の」
教育を可能にするためには、日本語教育が強
調されたが、同様に適応教育も注目されるべ
きだと指摘し、外国人児童の個性を考慮せ
ず、「みんな一緒」に扱う傾向が見られる日
本の学校の特性を批判した。

さらに、棚田（2009）は、こうした「不登
校や学力不振に陥り、問題行動を起こす子ど
もたちは『適応』の名のもとに、現行の学校
システムに同化されることを余儀なくされ
る」（棚田2009：103）ことを言及した。こう
した「みんな一緒」という論理のもと、外国
人児童がもつ背景を考慮せずに「平等主義」
が優勢となることで、外国人児童の個々の
ニーズに合わせた個別対応が難しくなる恐れ
がある。

 （3）学力　
外国人児童について最初に注目すべき点

は、彼らの日本語能力である。なぜなら、不
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十分な日本語能力であると、「教科学習につ
いていけずに、十分な学力が形成されない
という問題を引き起こす」（藤井・孫2014：
105）からである。

こうした日本語能力が不十分な子どもたち
への教科学習支援のパターンとして、日本人
の教員が日本語で教えることが圧倒的に多い

（宇津木2017：44）。しかし、岡崎（2010）は、
日本語のみで行われる学習行動では、母語の
下で発達・蓄積してきた既存の能力が限定的
な状況でしか発揮されないと指摘し、その結
果、それらの既存能力は低下するリスクがあ
ると述べている。そのため、宇津木（2017）
は、外国人児童の多様性や既存の知識を最大
限に活用し、学年に適した課題に取り組むた
めには、子どもたちと同じ言語的リソースを
持つ母語話者や、子どもたちの母語に精通し
ている日本人サポーターなどが支援に参加で
きる環境の整備が急務であると述べている。

 （4）進路
外国人児童生徒は、「言語・文化の多様性」

「来日理由・時期・将来設計の多様性」「家庭
環境の多様性」などそれぞれ異なる事情・背
景をもつため、教員は多くの多様性への対応
が求められる。外国人児童生徒は、そうした
多様な事情を抱えながら、学校へ適応して居
場所を確保しつつ、学習に必要な日本語の習
得と母語・母文化の保持に務めなければいけ
ないし、進路問題、不就学問題など多くの課
題に直面しやすい（文部科学省「外国人児童
生徒受入れの手引き（改訂版）」2019）。こう
した事情のため、外国人生徒が、日本人児童
生徒のように日本の高校へ進学することおよ
び順調に高校を卒業することは非常に困難で
ある。そのため、これまで外国人児童生徒に
おける学校・進学に関する研究は、不就学や
不登校、高校進学の困難さ、そして高校中退

を中心に研究蓄積がなされてきた。
清水は、外国人児童が日本の学校で、本当

は困難を抱えているにもかかわらず、周囲か
らみたときに「『やれている』という状態に
覆い隠された不安な毎日を積み重ねた結果と
して、それがやりきれなくなれば不登校傾
向を示し始め」（清水2006：141）、高校進学
が難しくなると論じている。また、外国人生
徒は、高校入試を乗り越え進学できたとして
も、その中退率は日本人より高い。

高校生の進路選択に関して、トラッキング
システムの研究によって知見が蓄積されてい
る。トラッキングシステムは「どのような学
校や課程・コース（トラック）に入るかによっ
てその後の進路が規定されること、さらに学
校がそのような進路分化の機関となっている
という意味をもつ考え方として用いられてい
る」（高島・住田2018：83）。すなわち、どの
トラックを選択するかによって、その後の進
路も変わるという理論である。外国人児童生
徒にとっては、さまざまな生活や学習の局面
に高いハードルがあるため、大学進学に有利
な進路を選択することが難しい。しかし、そ
うした不利な条件のなかでも、教育戦略を練
り、情報収集や人脈を駆使して順調に大学進
学を果たす外国人生徒もいる（趙2020）。

 （5）不就学
1990年に出入国管理及び難民認定法が施行

され、多くの外国人が来日した。それに伴っ
て日本での外国人児童の数は急増した。この
増加を踏まえ、学校現場でもこの背景を持つ
子どもたちが増加しており、その結果、「不
就学」や「不登校」などの教育問題が外国人
児童に関連して認識されるようになっている。

志水は不就学とは、「日本の学校からド
ロップアウトする子どもたち、あるいはそも
そも学齢期にありながら日本の学校に就学
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していない子どもたちの状態」（志水2008：
18）と位置付けている。不就学の原因は、日
本では教育を受ける権利の享有主体と就学義
務（義務教育）の対象が「日本国籍を有する
国民」に限定されている。そのため、「日本
国籍」を持たない外国人児童は、日本人と同
様の就学の権利や義務を有していない。よっ
て、小島（2016）によれば、外国人児童の就
学は「恩恵」でしかない。その結果、恩恵と
して通学を認められている外国人児童は、親
または保護者が就学手続きを行わない限り、
不就学の状態に置かれることとなる。

それでは、こうした「不就学」や「不登
校」の外国人児童は、全国でどのくらいいる
のであろうか。外国人の子どもの就学状況に
ついての初めての全国的な調査が2019年に行
われた。その結果、不就学の可能性があると
考えられる外国人児童の数はおよそ2万人で
あった（文部科学省「外国人の子供の就学状
況等調査結果（確定値）概要」2020年）。ま
た、2022年に文部科学省が公表した「外国人
の子供の就学状況等調査結果について」から
は、就学実態が把握されていない子どもの数
は13,240人に達していることが明らかになっ
た（文部科学省「外国人の子供の就学状況等
調査結果について」2022年）。

 （6）アイデンティティ
アイデンティティ形成に関する研究では、

「人は社会化のプロセスにおいて、所属集団･
社会･文化の諸規範や価値体系を獲得し、自
らの所属集団への帰属意識（アイデンティ
ティ）を形成する」（竹田2012：83）という
前提がある。アイデンティティは幅広い概
念であり、たとえば、言語的アイデンティ
ティ、文化的アイデンティティ、民族的アイ
デンティティ、国家的アイデンティティなど
が存在する（小野原・大原2004：19）。どの

ような場合でも、言語や文化などの要素が外
国人児童のアイデンティティ形成に影響を与
え、さらに学校の教育環境（学校のカリキュ
ラム、教師のサポート、クラスメートとの人
間関係など）も影響を及ぼすことがある。

竹田（2012）によれば、外国人児童は文化
的な背景、家庭環境、学校生活などの要素
により、自身が家庭で身につけた行動様式
と、それを否定する日本的な価値観との狭間
で葛藤している。このアイデンティティの葛
藤や混乱は、多くの場合、日本社会の差別や
偏見に起因していると指摘されている（竹田
2012：87）。とりわけ、外国人児童のアイデ
ンティティを混乱させる教科の学習内容に
は、佐藤（2019）は日本的な価値や考え方が
反映されており、日本での生活体験がないと
理解できないことが多く、外国人の子どもは
授業についていけなくなってしまうと述べ
ている（佐藤2019：31）。教科の中の隠れた
メッセージや文化的な価値観、さらには授業
へのアプローチや学習スタイルが、外国出身
の子どもたちの学習に大きな影響を与えてい
るのである。

佐藤（2019）が述べているように、日本人
の子どもたちは、教員の言動から潜在的な
メッセージを読み取り、どのような発言や行
動をすべきかを学んでいる。一方、外国出身
の子どもたちは、このようなメッセージを理
解するのが難しく、しばしば適切でない行動
をとることがある。こうした行動が原因で、
外国出身の子どもたちは学級で異質な存在と
見なされ、教員からは「意欲がない」「基本
的なしつけができていない」（佐藤2019：32）
と評価されることもあるのである。

上述のように、外国人児童には「言語」、
「適応」、「学力」、「進路」、「不就学」及び「ア
イデンティティ」などの課題が存在する。彼
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らは身体的・知的・精神的に機能的な障害は
持たないものの、日本社会と異なる慣行、観
念、言語などを持つため、日本での日常生活
や学校生活において相当な制限を受けること
がある。このような状況は、障害者の生活が
社会的な障壁によって制約されることと類似
している。

文部科学省の外国人児童への対応の特徴に
ついて要約すると、主に外国人児童の日本
語能力の向上に焦点が当てられている。太
田は、外国人児童を受け入れる学校では、

「真っ先に取り組まれるのが日本語教育で」、
「同時にかれらを対象にして実践されるのが
適応教育である」（太田2000：191）と指摘し
ている。このように、外国人児童への教育ア
プローチでは「言語」と「適応」が最初に考
慮される。

しかし、外国人児童が日本社会や学校に適
応する際には、言語だけでなく、思考方法、
習慣、価値観など、文化的な違いも影響を受
けることがある。彼らは文化的に異なる存在
として学校に参加する。太田（2000：166）
はかつて「人は社会化のプロセスにおいて、
所属集団・社会・文化の諸規範や価値体系を
獲得し、自らの所属集団への帰属意識＝アイ
デンティティを形成しゆく。この形成過程に
おいて、重要な役割を果たすのが、言語＝母
語なのである」（太田2000：166）と述べた。
しかしながら、外国人児童にとって、日本語
の習得は母語の習得にも影響を及ぼす可能性
があるため、言語習得と適応を考慮する際
に、アイデンティティにも留意する必要があ
る。

なお、この6つの課題の中で、「言語」、「適
応」、「アイデンティティ」の3つは、「学力」、

「進路」、「不就学」と比較して、外国人児童
が転・入学した当初からすぐに取り組まなけ
れば、彼らにとって「社会的な障壁」となる

可能性が高い。そのため、本論文では学校で
外国人児童が巻き込まれたトラブルについ
て、これらの3つの課題に焦点を当てて合理
的配慮について考案する。

４．ケーススタディ
4.1　調査の概要

本研究では、α県のβ市にあるPS1小学校
とPS2小学校を調査した。調査地であるβ市
は、地方都市であり、外国人児童の数が少な
いため、両校とも指導に関するノウハウがほ
とんど蓄積されていない状況であった。

 （1）調査校と調査対象者について
PS1小学校はβ市のなかでも外国人児童は

珍しい地域であり、2017年2月に1名の中国出
身の女児Aが3年生のクラスに転入したとき、
PS1小学校校長は教育委員会を通じて、授業
通訳補助ボランティア２を募集して、外国人
児童Aのサポートを行うこととした。同年4
月に、外国人児童Aは4年生に進級し、10数
年の教職経験がある教員T1のクラスに在籍
した。外国人児童Aは、PS1小学校に転入し
た当初、平仮名すら覚えていない状態であっ
たが、学校の教員からは「いつもニコニコし
て親切で明るい子だ」と高く評価されてい
た。筆者は、出身国が同じであり、言葉が通
じたため、トラブルが生じるとすぐに気づく
ことができた。次節では、学級生活の中で対
象児童Aがトラブルに巻き込まれた場合、学
級担任がどのように対処していくべきかを検
討する。

一方、PS2小学校は、その校区内に大学が
あるため、常に一定数の留学生の子どもたち
が在籍しているが、毎年の在籍者数にはばら
つきがある。その児童たちの出身国はアジア
の国々を中心に、中国、インドネシア、バン
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グラデシュ、ネパール、ベトナムなど広範に
わたり、言語、宗教や文化も多様である。

PS2小学校には外国人児童のための日本語
教室を設置しており、日本語に関する教育方
法の確立は2010年以降のことである。しか
し、2018年に日本語指導教員が異動し、教育
方法の蓄積が途切れ、引き継いだ日本語指導
教員（以下教員N1）は日本語指導の経験が
なかったため、試行錯誤のスタートとなっ
た。教員N1は20数年の教職歴があり、もと
もとPS2小学校の学級担任として勤務してい
たが、2018年から外国人児童の日本語指導を
担当することになった。

ネパールから来た男児Bは、4年生の3学期
にPS2小学校に転校した。筆者がPS2小学校
で児童Bに初めて会ったのは、外国人児童B
が既に5年生に進級していたときであった。
当時、児童Bは挨拶などの日常会話はできる
状態であった。教員N1は児童Bを「真面目
で、賢く、良い子」と評価していた。なお、
児童Bの学級担任である教員T2は、初任者教
員である。

インドネシアから来た女児Cは、2019年4
月の入学式に参加し、日本での学校生活を
始めた。筆者がPS2小学校で児童Cに初めて

会ったのは、入学式の時であった。当時、児
童Cは、平仮名すら分からない状態であっ
た。外国人児童Cの担任教員T3は、退職後に
再任用された。

PS1小学校とPS2小学校は、外国人児童へ
の対応実践が異なるが、どちらもまだ対応の
ノウハウが確立されていない段階で試行錯誤
している状態である。

 （2）調査方法
PS1小学校およびPS2小学校の両方で、参

与観察（週に2、3日）とインタビュー調査
を実施した。しかし、PS1小学校でのインタ
ビュー調査の条件に合致する調査対象者は1
人しかおらず、対象者の匿名性を保持するた
め、PS1小学校では主に参与観察から得られ
たデータを使用することとした。一方、PS2
小学校のデータに関しては、複数の教員に対
して長時間にわたるインタビュー調査を行う
ことができたため、PS2小学校での分析デー
タは主にインタビュー調査によるものを使用
することができた。

研究対象の児童と学校教員のプロフィール
は以下に示した通りである。調査データの特
性が損なわれることなく、個人特定もできな

外国人児童のプロフィール
識別記号 小学校 学級担任

（仮名）
転入時期・
転入時学年

出身国 来日理由 事例発生時・
調査時学年

女児A PS1小学校 教員T1 2017年2月・3年生 中国 親の仕事 転学3か月後・4年生
男児B PS2小学校 教員T2 2019年2月・4年生 ネパール 親の留学 転学4か月後・5年生
女児C PS2小学校 教員T3 2019年4月・1年生 インドネシア 親の留学 入学当時・1年生

教員のプロフィール
識別記号 年齢 性別 受持学年 教職歴 調査年度より前の外国人児童担任経験

T1（学級担任） 40代 女 高学年  10数年・不明 なし
T2（学級担任） 20代 女 高学年 5年未満・1校目 なし
T3（学級担任） 60代 女 低学年 30数年・10校目 1回あり

N1（日本語指導） 40代 女 日本語教室 20数年・3校目 日本語教室の担当経験なし
（元は学級担任）

※個人が特定されないように、教員歴は5年単位で示す。
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いように、情報の一部を調整した。本研究で
扱う氏名はすべてアルファベットで表してお
り、また日本人児童の氏名はH、J、K、L、M、
Pとしている。

本研究で引用するすべてのデータは、学校
長と対象児童の保護者による学術目的での使
用を許可されている。また、筆者の在籍する
大学の倫理委員会の承認も得ている。なお、
本研究で扱われる事例データの一部分は、拙
稿（趙・田中2020）の実証研究にも取り上げ
られている。

次節からは外国人児童が学校で遭遇した困
りごとについて見ていき、それらについて事
例を分析する。

4.2　ケース1
外国人男児Bが友達の名前をはっきり覚え

ておらず、違った名前を言ったために、相手
が不愉快になった事例である。

日本人児童が「外国人児童Bが、こう（自
分の名前とは違う呼び方で）呼んできた」と
教員T2に苦情を伝えた。教員T2は、外国人
児童Bに対して「この子の名前は？」と尋ね
たところ、外国人児童Bが間違ったままの名
前を言った。外国人児童Bは、はじめから間
違って覚えたのだと、教員T2は判断した。
教員T2はこの問題に対処するため、「まだ覚
えてないけど、（間違ったら）ちゃんと教え
たらいいやん？」と諭した。

同時に、「外国人児童Bはまだ人の名前を
覚えられない状態で、間違った名前を呼ばれ
たら、正しい呼び方を教えよう」とクラス
全員にも伝えた。その場で、日本人児童が
外国人児童Bに正しい呼び方を教え、外国人
児童が正しい呼び方で呼べるようになった。
 （2019年7月29日）

2学期の参与調査において、日本人児童は
外国人児童Bと徐々に打ち解け、遊びの中で

あだ名を付けて呼んだり、おどけた行動する
ことを理解し始めた。例えば、日本人児童が
外国人児童Bを「ゴリラ」と呼び、その逆に
外国人児童Bが日本人児童を「赤ちゃん」と
呼んだことがあった。また、外国人児童Bが
連絡帳を配る際に、誤って日本児童Hの連絡
帳を日本人児童Kのところに置いてしまっ
た。児童Kが「これはHのだ」と言いながら、
日本児童Hの机に置きに行く場面があった。
その際、日本人児童は嫌悪感や不快感を示す
ことなく、外国人児童Bがまだ慣れていない
ことを理解していた様子だった。
 （2019年9月10日）

ケース1では、外国人児童が抱えている問
題は、日本語をうまく話せないため、日本人
の児童の名前を覚えられず、誤った名前で相
手を呼んでしまい、児童間に誤解を招いた事
例である。

この事例では、担任教員が次の手順を踏ん
で外国人児童と日本人児童への指導や対応を
行った。まず外国人児童Bに対し、日本人児
童を故意に異なる名前で呼んだかを調査し
た。次に、「故意でない」かつ「名前を間違
えて覚えた」との調査結果を日本人児童に伝
え、日本人児童の理解を得るように図った。
さらに、正しい呼び方を外国人児童Bに教え
るように日本人児童に言った。最後に、担任
教員の前で日本人児童が自分の正しい呼び方
を外国人児童Bに教えた。その結果、誤解に
よるトラブルが解消でき、児童間の相互理解
を図ることができた。

外国人児童Bが在籍する学級では、月に一
度席替えが行われたため、外国人児童Bの隣
のクラスメートも頻繁に変わった。通常、外
国人児童Bは「取り出し指導」と呼ばれる特
別な教育支援を受けている。そのため、彼ら
は通常、普通の学級から離れて授業を受ける
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ことが多く、また不慣れな名前であることか
ら、クラスメートの名前を覚えにくい状況に
置かれていたのであろう。

このような背景を考慮し、教員T2は外国
人児童Bがクラスメートの名前を覚えるのに
苦労する現実を理解し、クラスメートに何度
も名前を繰り返し教えるよう指導した。こ
の対応策により、外国人児童Bも他のクラス
メートと同様に人の名前を覚えることができ
るようになり、外国人児童Bの学習環境が改
善された。

一方、外国人児童Bは、クラスメートの名
前を覚えにくい段階にあるだけでなく、日常
の学校生活を送るために必要な「生活言語」
や「認識学習思考言語」も覚えることが困難
であった。そのため、日本語の習得能力が原
因で外国人児童Bと、児童間に誤解が生じる
ことが時々起こることは容易に推測できる。
しかしそうした事情が学級間で理解されなけ
れば、外国人児童Bは、「他人の名前を変な
呼び方で呼ぶ」ことで徐々に学級で浮いてし
まい、クラスメートからいじめなどの境界設
定を受ける危険も生じる。

その意味でも、本事例のように日本人児童
との間の誤解を解くことは、障壁をなくすこ
とにつながるであろう。

4.3　ケース2
ケース2では、学級担任教員のアプローチ

によって、外国人児童Aの学級での適応に異
なる影響がある事例である。

外国人児童Aは3年生に編入したばかりの
時、クラスメートは外国人児童Aに非常に興
味を持ち、中間休みに担任教員が「交流会」
を開催した。日本人児童が外国人児童Aに質
問をし、通訳を通して、外国人児童Aが答え
た。質問内容は「どこから来ましたか」「何
人兄弟ですか」「将来は何をやりたいですか」

「好きな動物は？」など多岐にわたった。そ
の後、学級担任が外国人児童Aに「お早うご
ざいます」という意味の中国語の挨拶「早上
好」を日本人児童に教えるように指導した。
3学期は短い期間であったが、外国人児童A
はクラスメートから積極的に支えられた。

しかし、外国人児童Aは日本と異なる言
語、文化、習慣、価値観で成長してきたた
め、日本人児童にとって完全な理解は難しい
ことがある。例えば、外国人児童Aは中国で
は体育の授業に着替える習慣がないため、教
室で男女一緒に体操服を着替えることに慣れ
ていなかった。そのため、いつも1人でトイ
レで着替えていた。ある女児が、これを見て
不思議な行為だと感じ、仲間を呼んでトイレ
まで追いかけて見に行った。外国人児童Aは
トイレまで追いかけて来て、「人の着替えを
見る」のはおかしい行動だと感じた。

4年生に進級し、外国人児童Aとクラス
メートの関係が悪化して行った。4年生の新
な担任教員T1は、外国人児童Aを他のクラ
スメートと同様に扱った。未提出物があった
時には、名前を黒板に書いて、提出したらそ
の名前を消すということがあった。外国人児
童Aは、名前をよく黒板に書かれた。外国人
児童Aがプリントの内容を理解できず、保護
者も理解できないため、配られたプリントを
未記入のまま提出することがしばしばあっ
た。例えば、ある日学校で「枠の中に家から
学校までの地図を描く」というプリントが配
られたが、翌日未記入のまま提出した。担任
教員T1はそのプリントを外国人児童Aに返
却し、次の日に提出するように指示したが、
外国人児童Aは翌日も提出しなかった。この
ようなことが相次いで起こって、結果的にク
ラスメートから「忘れっぽい子」と見られる
ようになった。

（2017年3月から5月までの間：3月7日、3月14
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日、4月11日、4月13日、5月9日）

この事例は、外国人児童Aが学級に編入し
た当初と進級した後の学級担任の対応によっ
て異なる状況が現れた例である。

この事例では、担任教員が次の手順を踏ん
で外国人児童と日本人児童への指導や対応を
行った。まず、外国人児童Aに対し、担任教
員は日頃の児童の言動から見て、交流を催す
ことが必要である状況を把握した。そのた
め、3年生の担任教員は通訳補助者を介して

「交流会」を計画し、日本人児童との関係を
促進するように図った。さらに、日本人児童
に中国語を話させ、外国語学習の難しさを理
解させるというポジティブな意識を育てた。
結果として、3年生の担任教員の指導に従い、
日本人児童は外国人児童Aと通訳者を介して
交流ができるようになった。

筆者が通訳補助者を務める際に、時折、日
本人児童から「私の名前は中国語で何と読む
の？」と尋ねられることもある。

このような交流の機会を持たせたことで、
児童たちの間で互いに平等な立場で交流する
雰囲気が醸成されるようになった。日本人児
童が外国人児童Aに対して日本語を教えるだ
けでなく、外国人児童Aが日本人児童に中国
語を教えることによって、外国人児童Aがク
ラスにおいて他のクラスメートと平等な存在
であることを認識させることができた。

しかし、外国人児童Aは4年生に進級する
と、担任教員の配慮が以前ほどではなくな
り、学級でさまざまなことが起き、不快な経
験をした。上述したように、外国人児童Aは
4年生になった当初、よく「未提出物・忘れ
もの」のところに名前を書かれるので、クラ
スメートに「あの子は忘れものが多い子だ」
と思われていた。家から学校までの地図の提
出では、担任教員が外国人児童Aに向かって

クラス全員と同じように「はい、提出する」、
「はい、やり直す」という要求しかしていな
いようである。外国人児童Aが提出物を出さ
ないことが続いて、クラスメートから「あの
子はできない子だ」と思われてしまった。こ
れでは、外国人児童Aはますますクラスで浮
いてしまうというリスクが高くなるであろう。

もしも、担任教員が配るプリントにメモし
て、「こことここをお母さんに書いてもらっ
てね」と補助したり、他の児童の提出物を見
本として「このようにするのよ」と見せた
りすると、外国人児童Aはクラスメートから
異なる存在と思われない可能性があると考
える。外国人児童Aに「男児P（日本人児童）
が好き」と言わせようとしたり、水泳の着替
えの際に、荷物を置いた場所まで行かせない
ようにわざと邪魔をしたり、集団遊びにおい
て鬼の役ばかりをさせたりする、という意地
悪なことも起こらない可能性があると考え
る。

4.4　ケース3
ケース3は外国人男児Bが複数のクラス

メートに帽子で叩かれた事例である。
外国人児童Bは、学級の複数の児童に、帽

子で強く叩かれた。このことについて、担任
教員T2は、後日の昼休みに、関係者しかい
ない場所で、外国人児童Bと叩いた者たちを
集めて、聴き取りをした。その時、日本人児
童の言ったことを聞いた外国人児童Bは、「違
う、違う、そうじゃない」と納得できなかっ
た。その場に、日本語教室の教員N1も来た。
担任教員T2は、初めに日本人児童の言い分
を聞いた。その後で、外国人児童Bの言い分
を聞こうと思ったが、彼の日本語がよく理解
できないため、彼が伝えたいことが全くわか
らない状態になっていた。担任教員は、外国
人児童Bが当時感じた叩かれた力の強さや、
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日本人児童が悪気を持っていたかどうかを判
断したかったため、どうしたら外国人児童B
の言い分を聞くことができるか考えた。そこ
で、「やられた通りに私を叩いてみて、その
力の強さと状況を教えて」と言って、その時
の状況を再現させた。外国人児童Bは、日本
語で言いたいことがあるものの伝えることが
難しい状況にあり、事件の経緯について説明
することも難しかった。そのため、学級担任
は児童にその場面を再現させることで経緯を
理解した。再現させることで、事件に関与し
た児童たちは、「そういう状況だった」と認
めてくれた。

それから、どんな理由でも人に暴力を振る
うことは正しくないので、当事者の日本人児
童らに謝らせた。

そして、日本語教室の教員N1は日本人児
童らに「あなたたちが同じことをされたら、
先生もあなたたちの仲間として、解決して
あげる。外国人児童Bだからで、外国人だか
ら、先生は外国人B君のことを庇っているわ
けじゃないし、この子（外国人児童B）は先
生の子ども（＝日本語教室の児童）やけ（＝
だから）っていうわけじゃないよ。あなたた
ちが悪い事をしていないのに、悪い事をされ
たりしたら、絶対に先生に教えて。先生が
ぶっち（ものすごく）怒ってあげるからね。」
と言った。

その後、暴力行為は生じていなかった。
 （2019年7月29日）

ケース3は、外国人児童がクラスメートに
暴力を振るわれた事例である。

この事例では、担任教員が次の手順を踏ん
で外国人児童と日本人児童への指導や対応を
行った。まず、外国人男児Bの報告した出来
事に対する調査を行った。次に、外国人男
児Bが被害を受けたことを確認できた。さら

に、日本人児童に外国人児童Bへ謝罪するよ
うに指導した。最後に、双方に対して暴力行
為は許されないことを伝えた。その結果、児
童間のトラブルが解消でき、一緒に遊ぶ様子
が観察された。

一方、日本語教室の教員N1は、外国人児
童Bを特別に庇ってはいない。クラスの一員
として、公正に対応していることを学級の全
員に伝えた。こうした対応により、外国人児
童Bが特別な存在として学級集団から排除さ
れないように配慮した。

担任教員T2と日本語教室の教員N1の対応
は、まず、外国人児童Bが日本語で話したい
けど話せないという状況に応じて、外国人
児童Bも意思疎通できるように対応した。対
応過程で特に重要だったのは、外国人児童B
がクラスメートから孤立せず、また今後いじ
めが発生しないように配慮したことである。
その結果、以後トラブルは起こっていない。
それにより、外国人児童Bにとって、クラス
メートとの関係づくりに関する「障壁」が取
り除かれたと言えるであろう。その障壁を取
り除く過程は、担任教員に対して過度の負担
にはならないであろう。

　担任教員T2は、外国人児童Bのために、
以下の3つの点について対策をとった。まず、
暴力は許されないという価値観を日本人児童
に示した。次に、外国人児童Bが日本語指導
教員N1に見守られていることを児童たちに
伝えた。そして、外国人児童Bは常に特別扱
いされているわけではなく、クラスメートが
彼に嫉妬したり、不公正な気持ちを持ったり
しないように配慮した。

4.5　ケース4
ケース4は外国人男児Bの友達との距離感

が近いために生じた事例である。
外国人児童Bがよくボディタッチなどをす
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るので、トラブルが起こる。特に鬼ごっこの
時には、相手とくっつきすぎてボディタッチ
が多かった。そのため、うっとうしがられる
ことがあった。こういうことについて、担任
教員T2は、外国人児童Bの国の習慣が日本と
は異なることが原因であろうと考えた。それ
で、クラス全員に外国人児童Bは皆と仲良く
したい気もちがあること、文化が違うので、
距離感が近いことを説明した。外国人児童B
は、自分の行動がクラスメートに迷惑をかけ
ることを理解した。その結果、この問題は解
決した。 （2019年7月29日）

2学期の調査中、外国人児童Bが、授業中
に班単位でクラスメートと協力して行動する
際や、中間休みにみんなと遊ぶ最中も、日本
人児童とくっつき過ぎる様子は一度も見られ
なかった。

この事例は、パーソナル・ディスタンスに
関して、日本人児童と外国人児童が違った認
識をもっていることに起因したものである。
習慣の違いから外国人児童Bは日本人に比べ
て距離感が近く、仲のよい日本人児童に対し
日本人児童間のそれよりも接近し過ぎ、日本
人児童が避けはじめていた事例である。

この事例では、担任教員が次の手順を踏ん
で外国人児童と日本人児童への指導や対応
を行った。まず、外国人児童Bに対して、日
本人児童へのボディタッチの原因を調査し
た。次に、「悪気がない」かつ「仲良くした
い気持ちを行動で表した」との調査結果を日
本人児童に伝え、日本人児童の理解を得るよ
うに図った。さらに、人と人の間のパーソナ
ル・ディスタンスの違いを外国人児童Bに教
えた。その結果、誤解によるトラブルが解消
し、児童間の相互理解を図ることができた。

担任教員T2の対応の仕方により、児童間
の文化や習慣の違いから生じる困りごととい

う障壁となるものが取り除かれた。その対
応の仕方は、教員T2にとっては、過負担に
ならないことである。ここでは、教員T2は、
日本人児童が外国人児童の行為を一方的に許
すのではなく、外国人児童も日本人児童のイ
ヤだという気持ちを理解するように指導し
た。

このようなでき事は、お互いが相手の国の
習慣を知らないから起こることである。その
ためよく説明して理解し合わなければ、外国
人児童は、次第に疎外されていくであろう。

５． 合理的配慮を援用した対応策の
検討

5.1　事例分析結果を踏まえた対応策
上述した3.1のように、障害者に対して、

合理的配慮を提供しないことは障害者差別で
ある。しかし、合理的配慮の提供は、障害者
を特別に優遇するためのものではなく、「特
定の誰かが能力を発揮できない環境を変更・
調整して機会平等を実現するために、公正的
な社会を追求するためにこそ」されるもので
ある（西倉・飯野2016：197）。加えて、合理
的配慮は、「個々の場面における障害者個人
の具体的なニーズに応じて、過重負担なく、
社会的障壁を除去する」（川島2016b：49）と
いう3つの要素から構成されている。

この「合理的配慮」の概念を援用して、本
研究で明らかになった外国人児童を取り巻く
社会的障壁を取り除くために、特に「言語・
適応・アイデンティティ」に関して、前述の
事例分析結果も踏まえたうえ、学校現場で有
効と思われる教員の対応策について以下まと
めている。

 （1） 「言語」によるトラブルの解決策につい
て
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① 日本語が分からなくてもジェスチャーや
タブレット端末で教員との意思疎通を図
るように促していく。そうすることに
よって、外国人児童が学校現場で困りご
とがあった時、教員に相談しやすくな
る。

② 外国人児童と日本人児童の相互理解を
図るために、必要に応じて教員も児童
の間に立って、児童間の意思疎通がス
ムーズに行われるように図っていく。そ
れによって、児童間の誤解が生じにくく
なり、互いの信頼関係が形成しやすくな
る。

 （2）  「適応」によるトラブルの解決策につい
て

① 外国人児童を日本の学校にスムーズに適
応させるために、日本人児童が外国人児
童に教えるだけでなく、外国人児童が日
本人児童にも何かを教えられる「交流の
場」を提供することが重要である。外国
人児童に披露の場を提供することで、単
なる一方的な教えでなく、お互いに「あ
りがとう」と言える場を形成できる。こ
れにより、日本人と外国人児童が「上か
ら下へ」の関係ではなく、互いにプラス
になるような関係を築くことができる。
外国人児童の心理的な負担を軽減するこ
ともできる。

② 学校生活でトラブルが発生した場合、そ
のトラブルの経緯を把握するため、双方
の意見や主張を理解し合えるために追体
験などの「場面再現」は役に立つのでは
ないかと考える。また、担任教員以外の
第3者がいることも考慮すべきである。

 （3） 「アイデンティティ」によるトラブルの
対応策について　

① 外国人児童と日本人児童の多様性への理
解を深めるために、外国人児童に対して
も日本の文化について教えることが重要
である。例えば、日本では他人との距離
を詰めることを避ける傾向があり、公共
の場や交通機関などで他の人との接触
を避けるように心掛ける。このような

「パーソナルスペース」の概念は、日本
以外の文化では一般的に広く受け入れら
れている。また、集団主義や挨拶文化な
ども外国人児童に紹介することで、異な
る文化を理解しやすくなるであろう。

② 一方、外国人児童が持つ生活習慣（例:
給食）や異文化（例:ラマダン）をクラ
スメートに理解させるために、関連する
授業で外国人児童の保護者を講師として
招き、発表させることや、通訳者または
翻訳機を通じて、日本人児童とディス
カッションを行うことは効果的である。
これにより、外国人児童はクラス内での
存在感を高めるだけでなく、児童同士が
互いを尊重し、理解し合う意識を醸成す
ることができる。

5.2　対応策に関する検討
5.1では、ケース1からケース4までの4つの

事例分析結果を踏まえ、さらに合理的配慮を
援用した対応策について考察した。ここで
は、これらの対応策について議論する。

ケース1では、担任教員は、「児童の間に
立って、児童間の意思疎通がスムーズに行わ
れるように図っていく」という対応策を取っ
た。一方、ケース1において、対応策（1）の
①タブレット端末や翻訳機などを活用し、

（2）の①交流の場を設ければ、いつでも児童
同士のコミュニケーションがさらに取りやす
くなるであろう。その場合、日本人児童は外
国人児童Bの行動に気になることがあれば、
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積極的に伝えることができ、交流の中で外国
人児童Bが故意でなく「名前を間違えて覚え
た」という原因を理解できるようになる。対
応策（1）の①と（2）の①を取ることによっ
て、児童同士が自ら誤解によるトラブルを予
防できることが考えられる。その結果、日本
人児童が学級担任に訴える必要がなくなるで
あろう。

ケース2では、3年生の担任教員は、外国人
児童Aとクラスメートとが早く仲良くなるた
め、通訳補助者を介して計画的に時間を設
け、児童間の「交流会」を実施した。その対
応策の結果、外国人児童Aは、新しい学校環
境に順応し、クラスメートと仲良くなった。
しかし、外国人児童Aが4年生に進級すると、
学級担任の配慮が3年生の担任教員と比べて
あまり行われなくなった。その結果、外国人
児童Aは学級で不愉快な経験が増えるように
なった。外国人児童Aは、言語、習慣、母国
の文化などの壁があるため、同じ学年の日本
人児童のレベルに達するまでに段階があると
言える。外国人児童Aへの対応は、同級生の
日本人児童への対応より丁寧さが必要であろ
うと考えている。したがって、ケース2の4年
生の担任教員の対応仕方について、解決策

（2）の①②を活用すれば、外国人児童Aが4
年生に進級しても孤立感を感じず、友人との
社交的な機会における不公正を回避できる可
能性があり、外国人児童にとって「適応」が
困難という障壁を除去できるであろう。

ケース3では、担任教員T2は、外国人男児
Bが被害を受けたかどうかについての調査を
行った。そして、追体験を通して外国人男
児Bに関するトラブルの起こった経緯を把握
し、児童双方が意見や主張を理解し合うため
に「場面再現」という対応策を取った。しか
し、このケースでは、解決策（1）の①とし
て、例えばタブレット端末で外国人児童Bの

母国語と日本語の翻訳を行うなど、情報機器
を活用することで、外国人児童Bが自分の主
張をうまく訴えられないという障壁を取り除
くことができる。また、解決策（2）の①を
活用することで、外国人児童がクラスメート
との関係を円滑に維持できる可能性がある。
このような対応が日頃からなされれば、児童
間のトラブルが減るのではないかと考えられ
る。

ケース4では、担任教員T2は、外国人児童
Bが、日本人児童へボディタッチをしたこと
について、「外国人児童がもつ生活習慣や異
文化をクラスメートに理解してもらう」とい
う対応策を取った。この方法は、児童間の多
様性への理解を深めることができる。この場
合、もし解決策（2）の①と解決策（3）の①
に基づいた「交流の場」を提供すれば、外国
人児童Bが日本の文化に関する理解をさらに
深めることができ、今回の習慣や文化の違い
により、双方の誤解によって生じる「障壁」
を乗り越えることができるのではないかと考
えられる。

以上の議論より、5.1で示した「（1）①」、
「（2）①②」及び「（3）①」の対応策を取る
ことによって、ケース1～4の児童間のトラブ
ルをよりスムーズに解決できるのではないか
と考えられる。以下、その他の事例について
さらに考察していく。

5.3　その他の事例について
PS2小学校において、日本語が全くわから

ない1年生の外国人児童Cに対する日頃の学
校生活の参与観察を行った。後日、参与観察
に関連して、外国人児童Cの担任教員T3への
インタビュー調査を実施した。

外国人女児Cは、インドネシアから来日
し、日本語を一切理解できない段階でPS2小
学校の低学年に入学した。彼女はインドネシ
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ア語しか話せないため、通常、学級では1人
で静かに座っていることが観察された。

また、宗教上の理由から、外国人児童Cは
体操着を着替える際にいつも教室の一番後ろ
の隅に設置されたパーティションのところを
利用している。この行動に対して、「なんで
あそこで着替えるの？」という質問を日本人
児童から複数回受けることが観察された。日
本人児童は通常、自分の机の所で着替えるた
め、外国人児童Cの異なる行動に疑問を抱い
ているようである。

さらに、外国人児童Cはいつもお弁当を食
べていた。給食の際、外国人児童Cの周りの
日本人児童が「いいな、私もお弁当食べたい
なぁ」と口にする光景も観察された。

（2017年4月から5月期間中：4月17日、4月23
日、5月14日）

以上は、外国人児童Cの異なる行動が同級
生児童の気になるという観察結果である。そ
れに関連して、外国人児童Cの担任教員への
インタビュー調査を以下、紹介する。

筆者は外国人児童Cがパーティションのと
ころで着替えることについて、「なぜ彼女だ
けなのかと他の児童から質問を受けることが
ありますか？」と担任教員に尋ねたところ、
担任教員は「ないです、全然ないです、あの
子たちは」と回答した。その時に、その場に
いた日本語教室の教員は「視線は、たまに、
見ているのは、感じるけど、Ｍ君（外国人児
童Cの周りの日本人男児）とかね、やっぱり、
気になるかなぁと思うけど、聞いてはこない
ですよね」と述べた。担任教員T3は「ない
ですね」「子ども（日本人児童を指す）は思
わないんですかね」、「誰も聞かないから、わ
ざわざ何かをする必要もないし」とも語って
くれた。

また、筆者が外国人児童Cの成長につい

て、尋ねたところ、担任教員T3は、「本当最
初は、何も分からず、彼女（外国人児童C）
も、自分がどうしたらいいのか分からない、
周りの子たちも、どうやって声をかけたらい
いかのが、分からない。それは私のやること
ですけど、彼女は何をしたいのか？何を望ん
でいるのか、分からない……」と言った。
 （2019年8月2日）

上述の事例では、担任教員T3は、日本人
児童が外国人児童のことが気になっているこ
とに気づいていないが、日本人児童がどのよ
うにして声かけしたらいいのかわからないこ
とには気づいていた。担任にもどのように対
応したらよいのか、といった迷いや戸惑い
もあった。担任教員T3のように、特に散在
地域では初めて外国人児童を受け持った時、

「どう対応すればよいのか」といった迷いや
戸惑いはよく見られる。

そこで、いくつかの対応策を提供すれば、
担任教員の困惑を軽減できるのではないであ
ろうか。また、日本人児童と外国人児童と
は、日本語で意思疎通できなくても、交流の
意欲はある。そのため、担任教員は対応策

（1）の②、（2）の①、（3）の②を活用するこ
とにより、日本人児童と外国人児童Cとの交
流の場を設ければ、児童間の交流を促進でき
るであろう。そうすれば、日本人児童は外国
人児童Cに関する文化や宗教などが理解でき
るのではないかと考えられる。

実際の効果については、より多くの事例を
調査し、定量的な評価を行うことで検証して
いく必要がある。これらは今後の課題である。

次は、学校現場における児童間に起きたす
でにあげたケースとは異なる出来事で、外国
人女児Aがクラスメートの日本人児童から泥
棒扱いされた事例である。外国人児童Aは中
国語で本件の発端、経過および展開につい
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て、最初に筆者に相談してきた。筆者は外国
人児童Aの了承を得て、ここで取り上げるこ
とにした。

外国人児童Aが席を立ち、教壇にいる担任
教員の所に行って、連絡帳を出しているとき
に、誰かが、J君の鉛筆を外国人児童Aの筆
箱に入れた。外国人児童Aが席に戻ると、J
君とLさんは鉛筆を探していて、外国人児童
Aの筆箱を勝手に開けて、その鉛筆を見つけ
ていた。（中略）そのとき、二人は思いがけ
ないという表情で外国人児童Aをじっと見
て、「外国人児童Aは泥棒だ。外国人児童A
が盗んだ」というようなことを言い、周り
の児童にも言ったようである（外国人児童A
は、日本語が分からないが、言われている時
の雰囲気からこう受け取った）。外国人児童
Aは、この事件の後に、「二人は前よりひど
くなった。」と苦情を訴えてきた。さらに、

「私が男児Pを好きだと言わせようとしたり、
体育の着替えの時に私の邪魔をするために何
回もわざと荷物を置いた場所に行かせないよ
うにしたり、集団遊びにおいて鬼の役ばかり
させたりした。」という経験も筆者に伝えた。

（2017年7月14日）

この事例において、外国人児童が抱えてい
る問題は、自分がやっていないのに、クラス
メートに泥棒扱いされた点にある。外国人児
童Aは、「日本には、悪い人がいるのか」と
筆者に尋ね、また、「二人は前よりひどいと
思った」（下線部）と言っていることからも、
過去にも何度か同じような問題が発生したと
想像ができる。

外国人児童Aの遭遇した出来事について、
筆者は、初めて経験した小学校のことで、自
分が日本の学校文化や社会文化について充分
に理解できていない部分もあり、このことが
児童間の「いたずら」なのか、それとも「い

じめ」なのかをすぐには判断することができ
なかった。そこで、慎重に判断するために日
本人の元小学校校長に尋ねたところ、それは

「いじめ」であると明確に言われた。また、
外国人児童Aが学校生活に適応できるように
するためには、担任教員に出来事を伝える必
要があるが、その際には外国人児童Aに対す
る最大限の配慮が必要だとのアドバイスを受
けた。

一方、外国人児童Aの学校における状況
は、前述のケース2でも示したように、3年生
の学級担任が外国人児童Aとクラスメートと
の円滑な関係を築くために「交流会」を計画
的に実施した。この「交流会」により、児童
間のコミュニケーションが促進された。さ
らに、日本人児童には中国語の挨拶を教え、
外国人児童Aには日本語を教える機会を提供
し、言語や文化の共有が行われた。この対応
策により、児童たちの間で平等な交流が促進
されていた。

しかし、外国人児童Aの学校での適応を助
けるために取られた措置や努力が、4年生に
進級すると減少し、新たな困難が生じた。4
年生の学級担任は、外国人児童Aの遭遇した
出来事について気付かず、問題が深刻化し、
最終的に児童間で「いじめ」となった。いじ
めの結果、児童が学校で適応困難に陥る可能
性もある。この点について、外国人児童がい
じめの被害に遭う前に、適切な解決策を講じ
る必要があると言えるであろう。

また、外国人児童Aが学校に適応するため
に早期に講じられる対策や努力について、本
論文の対応策「言語」に関する対応策（1）、

「適応」に関する対応策（2）、および「アイ
デンティティ」に関する対応策（3）を実施し、
外国人児童Aに配慮すれば、一部の状況を改
善できる可能性があると考えられる。しか
し、このケースでは、4年生に進級し、児童
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間で「いじめ」の問題が発生し、対応策を講
じるタイミングが遅れてしまった。「いじめ」
とは、厳しい現実も含む問題であり、外国人
児童が学校でいじめに遭った場合、その問題
の解決が今後の重要な課題となっている。

６．おわりに
本研究では、外国人児童には、学校におい

て言語を含む文化的、宗教的、習慣的な要因
によって生じる「適応」性の問題が、結果的
に「社会的な障壁」となっていることを探究
した。一方、教育の分野では、「合理的配慮」
という言葉は元々特別支援教育において障害
児と健常児に関連して使用されてきた。しか
し、合理的配慮は、身体的・精神的な障害だ
けでなく、文化的・習慣的な違いによって生
じる社会的な障壁にも適用できる概念である
ため、外国人児童の分野においても「合理的
配慮」の概念を適用できる可能性を考察し
た。その結果、以下の3点が明らかになった。

第1に、事例の分析を通して、合理的配慮
という概念を導入することで、これまでの

「教員の裁量に委ねる」状況から、個々の児
童に対応したアプローチをとることが可能に
なった。具体的には、外国人児童に適切な配
慮をしてくれる教員と出会うことを運に任せ
るのではなく、特別支援教育における障害の
ある児童生徒への合理的配慮と同様、すべて
の教員はすべての外国人の児童生徒へ合理的
配慮を行うことにする。

第2に、外国人児童に対する「合理的配慮」
は、不均衡な状況を是正し、公平な環境を促
進できる。外国人児童は、日本社会とは異な
る言語、習慣、宗教、国籍などを持ってお
り、通常の日本人児童生徒と同じ要求を課す
ことは、不公正な状況を招く可能性がある。
そのため、外国人児童も合理的配慮の対象と

すべきであると考えられる。この不公正な状
況を解消し、公正な環境を促進するための手
段として、合理的配慮が有効である。

第3に、外国人児童に対する「合理的配慮」
には、限界があることの確認ができた。不公
平な状況がいじめのレベルに達した場合、合
理的配慮だけでは不十分である。合理的配慮
の手法には制約があることを考慮する必要が
ある。

その他には、外国人児童が学校での対人関
係において摩擦や葛藤が生じる際、自分の苦
しみを伝えるのが難しい。それは外国人児童
が日本語で上手にコミュニケーションをとれ
ないことに原因があることが明らかになっ
た。ケース3では、担任教員T2が外国人児童
の意思や説明を理解できるよう、「私の体に

（実際にたたかれたように）やってみて」と
何度も言葉で言った。このように、個別の状
況に応じて、教員は配慮する必要がある。

次に、外国人と日本人の間に存在する境界
を崩す試みが重要であることが示唆された。
ケース3では、日本語指導教員N1が、日本人
児童に対して「外国人だから庇っているわけ
ではない。外国人児童も日本人児童も、皆同
じ」と繰り返し伝えることで、児童間に引か
れた境界を崩し、仲間意識や平等意識を醸成
しようとしていた。つまり、外国人であるか
らといって特別扱いするのではなく、日本人
児童も必要な場合は支援を受けられることを
伝えた。このアプローチにより、外国人児童
への支援提供プロセスにおいて、新たな問題
が生じるのを防ぐことができる。

さらに、日本では今後、学校において、外
国人児童を含む多様な子どもの個々に応じた
指導と支援体制が強化され、子どもたちの多
様性を尊重する方向に進むことが予想され
る。その時、本研究で考察したアプローチが
どのような効果を発揮できるか注目したい。
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（注）
１ 本研究で扱っている研究対象について、「外国人

児童」という呼び方を用いているが、ここでは、
「ナニジンという民族・エスニシティのコードか
ら、必ずしも国籍によって線引きされる」（藪田
2018）ことではなく、日本語以外の言語を母語

（第一言語）として、外国につながりを持つ児童
のことを表す。

２ 授業通訳補助ボランティアとは、対象児童の席
の隣りで、担任教員の授業や指示を対象児童に
伝えることである。教える時間、場所、教科書
などもないため全職（専任）で児童Aに日本語
を教えるわけではない。日常は、外国人児童と
共に学級で他の児童と一緒に授業を受ける。国
語などの授業で他の児童と一緒に授業を受けら
れない時には、「挨拶語」「平仮名」など入門（基
礎的）的な日本語しか教えられない。
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